
8：00-17：30 250円

17：30-24：00 300円
24：00-08：00 100円

３時間を越えた場合 8：00-17：30 300円
8：00-24：00 300円

24：00-08：00 100円

平日

土・日・祝日

市役所駐車場の駐車場料金（30分あたり)

市役所・区役所に手続・相談などで来
庁した場合

60分無料

乳幼児健康診査・集団予防接種を受け
る方及びその保護者

障害者とその介護者
（身体障害者手帳、愛の手帳、精神障
害者保健福祉手帳の提示が必要）

低公害車利用者
（電気自動車、プラグインハイブリッド自
動車、燃料電池自動車、天然ガス自動
車が対象。車検証の提示が必要）

区役所に併設の公会堂・スポーツセン
ターの利用申込、区役所に併設の図書
館に図書の借受・返却のために来庁し
た場合

30分無料

区役所に併設の公会堂の講堂で事業
を主催する主催者

区役所に併設のスポーツセンターで市
が主催、共催又は後援する事業の従事
者

市の事業に係わるボランティア 60分無料

一定時間無料になる場合

無料

３台まで利
用時間無

料

日本共産党
横浜市会議員団

2010.01.27号

横浜市中区港町1-1(市庁舎内）

電話 671-3032 FAX 641-7100

E-mail:info@jcp-yokohama.com

http://www.jcp-yokomhama.com/

２月１日から、市役所と区役所(港北区・西区・

戸塚区・瀬谷区を除く)の駐車場が有料になりま

す。港北区では耐震補強工事が終わる６月から、

西区・戸塚区・瀬谷区は耐震補強・再整備工事

が終わってから有料化される予定です。

料金は、市役所の駐車場については右の表の

とおりです。区役所の駐車場は区によって異な

りますが、だいたいが平日の昼間が30分で150円

から200円、夜間が60分で100円です。

鶴見区・神奈川区・中区・保土ヶ谷区本館を

除いては24時間営業で、閉庁時は開庁時より安

い料金設定となっています。

手続き・相談などで来庁した場合や乳幼児健

康診査の場合、障害者、低公害車利用者などは

一定時間無料になります。

駐車場の運営は、パーク24株式会社が指定管

理者が全市の庁舎駐車場を一括して行います。

公会堂・スポーツセンター利用時は有料
駐車場を有料化する理由として、市は(1)公共

交通機関を利用する人との公平性、受益者負担

の適正化、(2)駐車場の適正利用と有効活用の促

進、(3)車利用の見直しによる交通・環境対策を

上げています。

区役所に用事があるたいていの場合は無料に

なりますが、公共交通機関が未整備な地域で自

動車を利用せざるを得ない場合や、１時間で終

わらない相談などの場合もあります。

また、区役所に併設の公会堂やスポーツセン

ターを利用する場合は有料です。図書館では図

書の貸し借りの場合のみ

30分無料ですが、これで

は落ち着いて本を選べま

せん。

日本共産党は有料化に反対
日本共産党横浜市会議員団は、市民の公共施

設の利活用を狭め、負担増を押し付ける区役所

駐車場の有料化に反対してきました。市民負担

増は極力さけて、公共交通機関の整備や利用し

やすい区役所つくりが大切なのではないでしょ

うか。


